
勇志国際高等学校の学則変更認可について 

（学校教育法第４条第１項第３号及び同法施行令第２３条第１項第１１号に基づく認可事項） 

学校名 勇志国際高等学校 校長名 今井 修 

所在地 
天草市御所浦町牧島１０６５ 

番地３ 
設置認可日 

平成２２年（２０１０年） 

３月１９日 

設置者名 学校法人青叡舎学院 理事長名 熊本 研一 

教育区域 ４７都道府県 
課  程 

修業年限 

通信制課程（普通科） 

３年以上 

収容定員 ２，０００人 変更時期 熊本県知事の認可の日 

変更理由 

熊本学習センター校舎位置変更及びサポート施設「広島学びのサポートセンタ

ー」の名称・位置変更に伴う学則の一部変更を行う。 

 ⇒学則において、通信教育連携協力施設ごとに施設の名称、位置、定員など必

要な事項を定める必要がある。 

変更内容 
変更前 変更後 

別紙「学則比較対照表」のとおり 別紙「学則比較対照表」のとおり 

規程適合 

状 況 

 別紙「高等学校通信教育規程適合状況」および「熊本県私立高等学校の通信制課程

に係る認可基準適合状況」のとおり（満たしている） 

 

【参考条文】(関係部分のみ) 
○学校教育法第４条第１項 

 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、それぞれ当該各号に定める者の
認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校の通常の課程及び通信による教育を行う課程(以下「通
信制の課程」という。)についても、同様とする。 

(3) 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県
知事 

○学校教育法施行令第２３条第１項 
 法第４条第１項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 

(11) 高等学校の広域の通信制の課程に係る学則の変更 
○私立学校法第8条第1項 

 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項又は第13
条第1項に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。 

〇熊本県私立高等学校の通信制課程に係る認可基準第８ 
１ 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設を設ける場合には、学則において面接指導等実施施設と学習等支
援施設を区別し、それぞれの施設の名称、位置、定員など必要な事項を記載するものとすること。 
 
 
 
 
 
 
 

諮問事項 



 別 紙  

学則比較対照表 

変更前 変更後 

第９条 生徒は、本校において定められた時間

数の面接指導及び試験を受けなければならな

い。 

 ２ 前項で定める面接指導及び試験を、協力校 

または協力校以外の施設で受けることができ 

る。 

 ３ 面接指導等実施施設を以下のとおり設置す

る。 

千葉学習センター  定員４５０名 

千葉県松戸市新松戸４－４８ 大川ビル 

福岡学習センター  定員２４０名 

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０番１５

号 第７岡部ビル７階 

熊本学習センター  定員６４０名 

熊本県熊本市中央区九品寺二丁目１番２４号 

熊本九品寺ビル１階、7階 

宮崎学習センター  定員３００名 

宮崎県宮崎市橘通西３丁目１０番３２号 

宮崎ナナイロ東館７階 

大分学習センター  定員１５０名 

大分県大分市高砂町２-５０ 

ＯＡＳＩＳひろば２１地下１階 

兵庫明石高等学院  定員１００名 

兵庫県明石市魚住町西岡３７０－１２ 

（サポート施設） 

第１０条 サポート施設は以下のとおりである。 

なのはなファミリー  定員５名 

岡山県勝田郡勝央町石生４９５ 

ウィルサポ学園  定員１０名 

広島県廿日市市住吉１－５－２６ 

広島学びのサポートセンター 定員１０名 

広島県廿日市市宮内１０１１－３ 

ソフィア  定員１０名 

福岡県大牟田市原山町１－６ 

塾２１  定員１０名 

福岡県福岡市西区周船寺２－７－８ 

第９条 生徒は、本校において定められた時間

数の面接指導及び試験を受けなければならな

い。 

 ２ 前項で定める面接指導及び試験を、協力校 

または協力校以外の施設で受けることができ 

る。 

 ３ 面接指導等実施施設を以下のとおり設置す

る。 

千葉学習センター  定員４５０名 

千葉県松戸市新松戸４－４８ 大川ビル 

福岡学習センター  定員２４０名 

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目２０番１５

号 第７岡部ビル７階 

熊本学習センター  定員６４０名 

熊本県熊本市中央区九品寺一丁目２番２０号 

 

宮崎学習センター  定員３００名 

宮崎県宮崎市橘通西３丁目１０番３２号 

宮崎ナナイロ東館７階 

大分学習センター  定員１５０名 

大分県大分市高砂町２-５０ 

ＯＡＳＩＳひろば２１地下１階 

兵庫明石高等学院  定員１００名 

兵庫県明石市魚住町西岡３７０－１２ 

（サポート施設） 

第１０条 サポート施設は以下のとおりである。 

なのはなファミリー  定員５名 

岡山県勝田郡勝央町石生４９５ 

ウィルサポ学園    定員１０名 

広島県廿日市市住吉１－５－２６ 

ひろまなトライ    定員１０名 

広島県廿日市市宮内２－１３－５０ 

ソフィア       定員１０名 

福岡県大牟田市原山町１－６ 

塾２１        定員１０名 

福岡県福岡市西区周船寺２－７－８ 

 



「高等学校通信教育規程」適合状況 

※本規程第４条の２及び第１０条の２までの規定に適合するか確認を行った。 

内容 

（実施校（本校）の基準） 

申請内容 適

否 

第
４
条
の
２ 

同時に面接指導を受ける生徒数は、

少人数とすることを基本とし、４０人

を超えてはならない。 

面接指導（スクーリング）の生徒数は

１クラスあたり最大３５人となってい

る。 

適 

第
１
０
条
の
２ 

面接指導等実施施設の編制、施設及

び設備は、当該面接指導等実施施設に

係る学校又は施設の種類、連携協力の

内容及びその定員その他の事情を勘案

し、前六条に定める基準に照らして、

面接指導又は試験等の実施について適

切に連携協力を行うことができるもの

でなければならない。 

二 学習等支援施設の施設及び設備等

は、教育上及び安全上支障がないもの

でなければならない。 

熊本学習センターへ一度にスクーリン

グに来る生徒数は最大２１０名であり、

その生徒分の教育施設、設備は完備して

いる。（教室７室（収容３５名）、面談

室５室、休憩スペース３室、保健室、図

書室、職員室） 

ひろまなトライへ一度にスクーリングに来

る生徒数は最大７名であり、生徒数に応じ

た机、ロッカー等を完備している。（学習机

７席、ロッカー１０個） 

適 

  

「熊本県私立高等学校の通信制課程に係る認可基準」適合状況 

基準 申請の内容 審査結果 適合 

[８]通信教育連携協力施設 

１ 実施校の設置者は、通信教

育連携協力施設を設ける場合

には、学則において面接指導

等実施施設と学習等支援施設

を区別し、それぞれの施設の

名称、位置、定員など必要な

事項を記載するものとするこ

と。 

新学則にすべて記載している。 面接指導等実施施設

と学習等支援施設を

区別している。また、

施設の名称、位置、

定員など必要な事項

も記載している。 

適 

３ 通信教育連携協力施設は、

周辺に教育にふさわしくない

施設が立地していないなど、

教育を行う上で適切な環境で

あること。 

熊本学習センター：熊本市中央区九品寺

一丁目２番２０号 

ひろまなトライ：広島県廿日市市宮内２－

１３－５０（住宅街） 

両施設とも教育を行う上で適切な環境で

あることを確認済み。 

教育を行う上で適切

な環境である。 

適 



４ 面接指導等実施施設の施設

及び設備、指導体制等は、当

該面接指導等実施施設と実施

校との連携協力の内容等に応

じて、実施校と同等の水準又

は面接指導や試験等を適切に

実施することができるもので

あること。 

熊本学習センターへ一度にスクーリング

に来る生徒は最大２１０名であり、その生

徒分の教育施設、設備は完備している。

（教室７室（収容３５名）、面談室５室、休

憩スペース３室、保健室、図書室、職員

室） 

 

実施校と同等である。 適 

５ 学習等支援施設の施設及び

設備は、教育上及び安全上支

障がないものであること。 

ひろまなトライへ一度にスクーリングに来

る生徒数は最大７名であり、生徒数に応

じた机、ロッカー等を完備している。（学習

机７席、ロッカー１０個） 

教育上及び安全上支

障がない。 

 

適 

７ 面接指導等実施施設におい

て、例えば、理科、音楽、美

術、家庭、情報、体育等の観

察・実験、実習、実技等を行

う必要のある教科・科目等の

面接指導を行う場合において

は、それに必要な施設及び設

備や運動場等を確保するこ

と。 

（熊本学習センター） 

理科・家庭科・情報は普通教室で行うこと

が可能な範囲の実習を行う。芸術は書道

のみを行うため、普通教室で行うことがで

きる。 

体育の面接指導時には熊本市総合体育

館を使用する。 

必要な施設及び設備

や運動場等を確保し

ている。 

適 

９ 通信教育連携協力施設の名

称は、当該通信教育連携協力

施設が高等学校であるとの誤

解を招くような名称その他不

適切な名称でないこと。 

サポート施設 

「広島学びのサポートセンター」を「ひろま

なトライ」に変更。 

高等学校であるとの

誤解を招くような名称

その他不適切な名称

でない。 

適 

［９］通信教育の方法等 

（４）面接指導については、

生徒を実施校又は面接指導実

施施設のいずれかに登校させ

て行うこと。この際、少人数

で行うことを基本とし、多く

とも 40 人を超えない範囲内 

で設定すること。 

面接指導（スクーリング）の生徒数は１クラ

スあたり最大３５人となっている。 

基準を満たしている。 適 

 


